
学部運営体制について 

 

カウンシルとは 

学校教育法の改正に伴い、2015年度から設置されたもので、教育研究カウンシルと学部

運営カウンシルからなり、合わせて「連携運営パネル」と称されています。いずれのカウ

ンシルも学外の委員と学部代表の教員によって構成され、学部長が主宰します。 

教育研究カウンシルは、①教育課程の編成、②教員の採用及び昇任等、③教育研究に関

する規程等の制定・改廃、④教育研究に関する重要なこと、を審議する機関です。学部運

営カウンシルは、①学科その他重要な組織の設置廃止、②予算、③運営に関する規程等の

制定・改廃、④運営に関する重要なこと、を審議する機関です。 

 

教授会・研究科委員会とは 

教授会は教育文化学部に所属する常勤の教員（教授、准教授、講師）によって構成され、

研究科委員会は大学院教育学研究科の講義や指導を担当する教員によって構成されていま

す。①学生の入学、卒業その他その在籍や学位、②学生の試験、③学生の厚生補導、その

身分、④教育研究カウンシル又は学部運営カウンシルから付託された専門的事項、を審議

する機関です。 

 

学部運営会議とは 

学部の重要な事項を審議する機関です。学部長が議長となり、副学部長、学部長補佐、

教育実践支援センター長、附属学校園長代表、学校教育課程主任・副主任、地域文化学科

主任・副主任で構成されています。 

 

各種委員会とは 

学部・研究科の様々な分野の方針・計画の策定・実施を行うために、多くの委員会等が

置かれています。 
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全学教員養成担当者会議 
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附属学校運営会議 

附属学校運営全学協議会 

広報委員会 

情報システム管理委員会 

安全管理委員会 

技術部運営委員会 

教育実践研究支援センター運営委員会 

附属学校経営委員会 

 

情報セキュリティ対策委員会 

 

センター会議 

臨床心理相談室運営委員会 

附属学校学部共同委員会 

附属学校子どもの人権委員会 

 




